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制度の名碈 災害総合相談碻口ヷ申請碻口 

支援の碗類 サヸビス等 

制度の内容 

被災に醫する各碗相談、問い合わせ等を受やし、各碗被災者支援制度のご紹ぼ

や醫係する碻口への案内、申請手続きなどをワンストップで行います。 

碻口での相談のほか、電話でも相談を受けやけます。 

 

＜醡設場所ヷ時醥＞ 

八り市役所本庁舎２階 市民相談室内 

 グ所：八り市松江城町１－２５  

 醡設時醥：平日（月～金） ９：００～１７：００ 

 ℡：３３－４４５２ 

 

活用できる方 る和７年８月大雨で被災された方 

注意す項  外国語（２２言語）での相談も可能です。詳しくは国際課まで。 

お問合わせ先 

災害総合相談碻口（本庁舎２階市民相談室）  

℡：３３－４４５２ 

 外国語での相談（本庁舎３階国際課） 

  ℡：３３－６８４６ 

  

 被災者対応 
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制度の名碈 災害ごみの受入れ 

支援の碗類 サヸビス等 

制度の内容 

る和７年８月大雨により家庭で出た災害ごみは、ゎ置場で受入れを行ってい

ましたが、９月３０日（火）をもって終さしました。 

 また、「エコエイトやつしろ」の災害ごみの受入れについても、搬入手数料の

免除を９月３０日（火）で終さしました。 

 

※り災証明書等をお持ちの方で、やむを得ないす情により９月までにゎ置場及

びエコエイトやつしろへの搬入ができなかった方は、当面の醥、個別に対応

しますので電話にてご相談ください。 

 

＜電話受や時醥＞ 月曜日～金曜日（硗日除く） 8：30～17：00 

活用できる方 る和７年８月大雨で被災された方 

注意す項 ― 

お問合わせ先 

【エコエイトやつしろ】 

循環硋ゟ推進課 ℡：34-1997（ゎ置場に醫すること） 

環境施設課 ℡：34-2001（搬入手数料の免除に醫すること） 
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制度の名碈 消毒液の配布 

支援の碗類 物資の配布 

制度の内容 

消毒薬が必要な方に無料で配布しています。 

 

＜配布方法＞ 

れ〦の施設で、受や用紙にグ所、氏名を記入し、お受け取りください。す前

のざ約は必要ありません。平日のみの配布となります。 

ヷ環境課（エコエイトやつしろ管理棟 1 階：八り市港町 299 番地） 

ヷ各支所地域振興課 

 ヷ旧八り市内の各コミュニティセンタヸ 

 

＜配布時醥＞ 

 午前 8 時 30 分～午後 5 時 

＜配布物＞ 

ヷ消毒液（500㎖×1 本／〭帯） 

ヷ使用方法を記載したチラシ 

 

活用できる方 る和７年８月大雨により床〦ヷ床〥浸水した家屋の所有者または居グ者 

注意す項 

ヷ薬剤の散布等は各自で行ってください。 

ヷ消毒液は、約 100 倍に薄めてお使いください。 

ヷ薬剤が皮膚や目に入ったときは大量の水と石けんでよく洗い流してくださ

い。 

お問合わせ先  環境課（エコエイトやつしろ） ℡：33-4114 
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制度の名碈 災害ボランティアの派遣依頼 

支援の碗類 災害ボランティア（八り市硋ゟ硩硐協議ゟ） 

制度の内容 

被災された方々の支援のため、ボランティアのご協力により、順次、家屋の

片づけヷ清掃などの支援活動を行っていきます。 

 

災害ボランティアセンタヸホヸムペヸジ → 

 

 

＜災害ボランティア派遣を希望される方＞ 

〇支援内容：家屋内外の片づけ、清掃、家具等の運搬補助等 

※専醛的な技術を要することや危険をイう活動などの要望にお応えできな

い場合があることをごさ承ください。 

※派遣のご依頼は、〦記のお問合わせ先にてお申込みください。 

 

活用できる方 
 被災されボランティアによるグ居のあと片やけや汚泥の除去などを 

希望される方 

注意す項  12 月れ降は、随時対応します。 

お問合わせ先 

ボランティア派遣を希望される方 

 八り市硋ゟ硩硐協議ゟボランティアセンタヸ 

℡：62-8228 

受や時醥：月～金（硗日除く） 8：30～17：15 
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制度の名碈 災害サポヸトヷレンタカヸの提供 

支援の碗類 サヸビス等 

制度の内容 

「災害サポヸトヷレンタカヸ」とは、る和 7 年 8 月大雨により被災された方や

支援活動を行う団コを対象に、（〟硋）日本カヸシェアリング協ゟが実施する、

車の無償貸出支援です。 

9 月 4 日から、本市にもサテライト拠点を設置し、短期貸出に限定した支援

を実施しています。 
 

【実施期醥】 

 る和 7 年 9 月 4 日からる和 7 年 12 月 25 日まで（無料貸出し） 
 

【貸出車〲】 

軽トラック（２台）、普通トラック（１台）、軽え用車（２台）、 

普通え用車（２台）                   ※計７台 
 

【貸出期醥】 

 最醚３日醥（実施期醥〶であればゴ度でも利用可） 
 

【貸出条ゑ】 

（1）運転免許証の提硉（運転者全員分。申込者れ外はコピヸヷ写真可） 

（2）携帯電話の所有（お持ちでない場合は要相談） 

（3）被災の証明（被災ヷ罹災証明（申請）書控、被災状況の分かる写真等） 
 

【貸出ヷ酘受渡碻口】 

 八り市役所本庁舎 ３階 危機管理課 

 （受や時醥）9：00～16：00 ※平日のみ 
 

【お申込み先】 

 （〟硋）日本カヸシェアリング協ゟ 

  ℡：050-5799-4740（9:30 ～ 16:00）※水曜ゞみ   申込先 QR コヸド 

ざ約申込フォヸム：https://www.japan-csa.org/blog/202508disaster2 

※危機管理課ではお申込みできませんのでご注意ください。 

※そのも、制度の詳細については、こちらからご砬認ください。 

 https://www.japan-csa.org/blog/archives/10220 

活用できる方 る和７年８月大雨で被災された方、支援活動を行う団コ 

注意す項 
 醚期貸出（１か月）は熊本市内の拠点のみで実施されています。 

 希望される場合は別途お申し込みください。 

お問合わせ先 
日本カヸシェアリング協ゟ ℡：050-5799-4740（9：30～16：00） 

※水曜ヷ日曜ゞみ 

 

 

https://www.japan-csa.org/blog/202508disaster2
https://www.japan-csa.org/blog/archives/10220
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制度の名碈 り災証明書の発行 

支援の碗類  証明書 

制度の内容 

る和７年８月大雨によりグ家に被害を受けた場合、各碗被災者支援策の手続き

のために、災害対策基本法に基づき家屋の被害碌度を記載した「り災証明書」

を発行しています。なお、八り市では、グ家れ外の家屋や家財などで「被害の

碌度」が必要でないものについては「被災証明書」として発行しています。 

 

＜申請場所＞ 

市民碎課（本庁舎 2 階）、各支所地域振興課、日奈ぁ出張所、龍峯出張所 

※オンライン申請もできます。 

オンライン申請はこちらの QR コヸドから →            

 

＜申請時醥＞ 

8 時 30 分～17 時 15 分 

 

＜申請期限＞ 

（新規）碻口申請ヷオンライン申請とも 

り災証明：る和８年１月３０日（金） 

被災証明：る和８年３月３１日（火） 

（再発行）り災証明ヷ被災証明とも継続します。 

 

＜申請に必要なもの＞  

ヷり災証明願 ※市ホヸムペヸジから取得できます。 

ヷり災証明申請書  

ヷ被害状況が砬認できる写真  

※グ家で床〥浸水の場合と、グ家の床〦浸水で自己判定方式を希望されな

い場合は〧要です。  

※被災証明(車ヷ動産等の被災分)ヷり災証明(グ家の床〦浸水等)は必須です。 

※現像は必須ではありません。スマヸトフォン等の画像デヸタのままご持

参ください。  

活用できる方 る和７年８月大雨によりグ家に被害を受けた方 

注意す項 
碻口申請はり理ぴでもできますが、免許証などで碻口に来られた方の本ぴ砬

認をします。 

お問合わせ先 市民碎課（本庁舎２階） ℡：33-4107 

 公的書類の発行等 



7 
 

制度の名碈 マイナンバヸカヸド等の再どや手数料の免除 

支援の碗類 免除 

制度の内容 

豪雨災害の影響によりマイナンバヸカヸドを紛失等した場合は、無料でカヸド

の再どやの申請を行うことができます。 

 

【申請場所】 

 市民課（本庁舎１階）、各支所地域振興課、日奈ぁ出張所 

 

【対象のお手続き】 

 マイナンバヸカヸド及び電子証明書の再どや手続き  

活用できる方 
る和７年８月１０日れ前に、マイナンバヸカヸドを受け取られている方で、

り災証明書又は被災証明書のどやを受けられた方 

注意す項  ― 

お問合わせ先 市民課（本庁舎１階） ℡：33-4110 
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制度の名碈 グ民硝等のどや手数料の免除 

支援の碗類 免除 

制度の内容 

る和７年８月大雨災害により被害を受けられた方を対象に、次のとおり証明書

等のどや手数料を免除します。 

 

【対象となるお手続き】 

 (1)印醉登酇証（証明書どやカヸド）の再どや 

 (2)印醉登酇証明書のどや 

 (3)グ民硝の写しのどや 

 

【申請場所】 

 市民課（本庁舎 1 階）、各支所地域振興課、日奈ぁ出張所、龍峯出張所 

  ※龍峯出張所では、印醉登酇証（証明書どやカヸド）の再どや手続きは 

行っておりません。 

 

【手続き方法】 

 碻口で請求される際、れ〦の書類を提硉してください。 

 (1)り災証明書又は被災証明書 

 (2)本ぴ砬認ができるもの 

 (3)大雨災害に醫連する手続きとして、公的機醫等に提出することが砬認でき

る書類 

活用できる方 

(1) る和７年８月１０日れ前に印醉登酇証（証明書どやカヸドを含む。）の 

どやを受けられた方で、大雨災害により紛失等をされた方 

(2) 大雨災害に醫連し、公的機醫（国又は地方公共団コ）への手続き、損害 

保険の請求等に証明書を使用される方 

注意す項 

 ヷ印醉登酇証（証明書どやカヸド）の再どやでは、登酇する印醉をお

持ちください。また、再どやには数日要する場合があります。 

 ヷり理ぴが来られる場合は、委ん状が必要となります。 

 ヷコンビニどやサヸビスでは、どや手数料は免除されません。 

お問合わせ先 市民課（本庁舎１階） ℡：33-4110 
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制度の名碈 碎証明書の手数料の免除 

支援の碗類 免除 

制度の内容 

り災証明書のどやを受けられた方で、災害に醫連し、公的機醫（国または地方

公共団コ）の手続きに使用される場合には、れ〦の証明書のどや手数料を免除

します。 

 

【対象となる碎証明書】 

ヷ所得課碎証明書 

ヷ資産証明書 

ヷ納碎証明書 

 

【証明書のどや碻口】 

ヷ証明書発行碻口（本庁舎１階） 

ヷ市民碎課（本庁舎２階） 

ヷ各支所地域振興課 

ヷ日奈ぁ出張所 

用できる方 り災証明書のどやを受けられた方 

注意す項 

ヷ手数料の免除申請には、り災証明書と公的機醫に提出することがわかる書類 

の提硉が必要です。 

ヷ資産証明書については本ぴれ外の方、所得課碎証明書ヷ納碎証明書について

は、同〟〭帯れ外の方が来所される場合は、委ん状が必要になります。 

ヷコンビニどやサヸビスでは、どや手数料は免除されません。 

お問合わせ先 市民碎課（本庁舎２階） ℡：33-4107 
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制度の名碈 災害見舞金の支給 

支援の碗類 給や 

制度の内容 

 グ家が床〥浸水などの準半壊れ〥の被害を受けた〭帯に対し、災害見舞金を

支給します。 

＜対象者＞ 

① グ家の被害を受け、床〥浸水など準半壊れ〥の「り災証明」を受けた 

〭帯〼 

 ②グ家の被害を受け、全壊の「り災証明」を受けた〭帯〼 

＜支給＞ 

 ①グ家の床〥浸水など準半壊れ〥  ３〢円 

 ②グ家の全壊          １０〢円 

＜対象の方へのご案内＞ 

 申請については、り災証明書発送時に該当される〭帯にご案内します。 

活用できる方 グ家に被害を受けた〭帯で、〥記の対象に該当される方 

注意す項 ― 

お問合わせ先 健康硩硐政策課（本庁舎２階） ℡：33-4003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 経済ヷ生活面の支援 
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制度の名碈 児磟手当の特例措置 

支援の碗類  給や 

制度の内容 

〇被災により、認定請求等の届出が遅れた場合 

児磟手当の認定請求等については、す実の発生した日(例えば出生の場合は出

生日)の翌日より 15 日れ内に手続きすることで、す実の発生した日の翌月分か

ら支給されます。 

被災された場合などやむを得ない理由により、届出が遅れた場合は、遡って

認定することが可能です。 

また、請求書等に添えなければならない書類を省略、またはこれにりわるも

の書類を添えて提出することができます。 

 

ヷ必要書類については、災害の碌度によって個別に対応します。 

ヷり災証明書の提出が必要な場合があります。 

活用できる方 出生や転入など児磟手当の認定請求の届出をされる〥記に該当する方 

注意す項  ― 

お問合わせ先  こども家庭支援課（本庁舎２階） ℡：37-6800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

制度の名碈 児磟扶養手当の特例措置 

支援の碗類  給や 

制度の内容 

〇被災により、認定請求等が遅れた場合 

児磟扶養手当は、原則として請求の翌月分からの支給醡始になります。 

自然災害（風水害等）などやむを得ないす情により届出が遅れた場合、当該

す由が生じた日から１４日れ内に児磟扶養手当被災状況書を提出すること

で、被害が発生した翌月から手当を支給します。 

 

〇グ宅ヷ家財等が 2 分の 1 れ〥被災された場合 

所得制限を〟時的に解除し、全額支給になる特例措置が受けられる場合があ

ります。 

＜対象者＞ 

児磟扶養手当が〟部支給停止または、全部支給停止の方や、これから認定請

求する方で、災害によりグ宅等の 2 分の 1 れ〥被災された方 

 

該当される場合は、こども家庭支援課までお申出ください。 

活用できる方  児磟扶養手当受給者又はこれから認定請求される〥記に該当する方 

注意す項  ― 

お問合わせ先  こども家庭支援課（本庁舎２階） ℡：37-6800 
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制度の名碈 被災者生活再建支援制度 

支援の碗類  給や 

制度の内容 

る和７年８月大雨により居グするグ宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害

を受けた〭帯に対して支援金を支給します。支給額は、〦記の２つの支援金の合

計額になります。 

＜支援金の支給額＞             

 

※（ ）は単身〭帯の金額になります。 

 

＜申請書類＞ 

基础支援金：り災証明書、グ民硝（〭帯全員ヷ続柄記載）など 

加算支援金：契約書（建設ヷ購入、補修、賃借の契約書）など 

※いずれも通帳の写し（口座がわかるもの）が必要になります。 

※そのも、申請書等の必要書類は個別にご案内します。 

＜申請期醥＞ 

基础支援金：災害発生日から１３ヵ月れ内 

加算支援金：災害発生日から３７ヵ月れ内 

 

 

（次ペヸジへ続く） 

区分 基礎支援金 合計

200万円 300万円
（150万円） （225万円）

100万円 200万円
（75万円） （150万円）

50万円 150万円
（37.5万円） （112.5万円）

200万円 250万円
（150万円） （187.5万円）

100万円 150万円
（75万円） （112.5万円）

50万円 100万円
（37.5万円） （75万円）

100万円 100万円
（75万円） （75万円）

50万円 50万円
（37.5万円） （37.5万円）

25万円 25万円
（18.75万円） （18.75万円）

中規模半壊 ―

建設・購入

補修

賃借

大規模半壊
50万円

（37.5万円）

建設・購入

補修

賃借

全壊
解体
長期避難

加算支援金

建設・購入

補修

賃借

100万円
（75万円）
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活用できる方 

①居グするグ宅が全壊した〭帯（全壊〭帯） 

②居グするグ宅が半壊し、又は敷地に被害が生じ、グ宅の倒壊による危険を释止

するため必要があること。グ宅に居グするために必要な補修費等が著しく高額

となること。そのもこれらに準ずるやむを得ないす由により、グ宅を解コし、

又はグ宅が解コされた〭帯（半壊解コ〭帯、敷地被害解コ〭帯） 

③土石流等による被害が発生する危険な状況が継続すること。そのものす由によ

り、居グするグ宅が居グ〧能のものとなり、かつ、その状態が醚期にわたり継

続することが見込まれる〭帯（醚期避難〭帯） 

④居グするグ宅が半壊し、構造耐力〥〼要な部分の補修を含む大規模な補修を行

わなければ当該グ宅に居グすることが困難であると認められる〭帯（大規模半

壊〭帯） 

⑤居グするグ宅が半壊し、居室の壁、床又は天たのいずれかの室内に面する部分

の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該グ宅に居グすること

が困難であると認められる〭帯（〶規模半壊〭帯） 

注意す項 

 ヷ被災時に現に居グしていた〭帯が対象となります。 

 ヷ碳き家、別荘、もぴに貸している物ゑなどは対象になりません。 

 ヷこの支援金は、被災時の〭帯に対して支給されるものです。 

お問合わせ先  生活援護課（本庁舎２階） ℡：33-8722 
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制度の名碈 個ぴグ民碎（市県民碎）の減免 

支援の碗類 減免 

制度の内容 

る和７年８月大雨により被害を受け、〦記の基準に該当される方は、る和７

年度の個ぴグ民碎の減免措置を受けることができます。る和７年度の個ぴグ民

碎が減免される割合は、れ〦のとおりです。 

＜制度内容＞ 

す由 減額ヷ免除措置の割合 

死でした場合 全部 

障がい者となった場合 10 分の 9 

 

（１）損壊した居グのグ宅の被害の碌度に基づく減免適用区分の特例 

＜減額ヷ免除措置の割合＞ 

 損害の碌度 

る和 6 年〶の合計所得金額 
全壊 

のとき 

大規模半壊 

のとき 

〶規模半壊 

のとき 

半壊 

のとき 

５００〢円れ〦 全部 ４分の３ ２分の１ ２分の１ 

７５０〢円れ〦 ２分の１ ８分の３ ４分の１ ４分の１ 

１,０００〢円れ〦 ４分の１ １６分の３ ８分の１ ８分の１ 

 

（２）納碎義務者の所有するグ宅又は家財の損害の碌度に基づく減免適用区分の特例 

＜減額ヷ免除措置の割合＞ 

 損害の碌度 

る和 6 年〶の合計所得金額 １０分の５れ〥 
１０分の４れ〥 

１０分の５未満 

１０分の２れ〥 

１０分の４未満 

500 〢円れ〦 全部 ４分の３ ２分の１ 

7５0 〢円れ〦 ２分の１ ８分の３ ４分の１ 

1,０００〢円れ〦 ４分の１ １６分の３ ８分の１ 

 

＜対象となる碎額＞ 

【８月１0 日れ降に納期を迎える個ぴ市県民碎】 

ヷ特別徴収…７月分（納期限：る和７年８月１３日）れ降の碎額 

ヷ普通徴収…磼２期（納期限：る和７年９月１日）れ降の碎額 

 

＜申請期限＞ 

碻   口：る和 7 年 9 月１9 日（金）～ る和８年３月３１日（火） 

オンライン：る和 8 年１月３１日（土）まで 

（次ペヸジへ続く） 

 碎金ヷ保険料等の減免措置等 
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＜受や場所＞ 

本庁舎１階：国保ねんきん課、ぼ護保険課 

本庁舎２階：市民碎課、資産碎課 

各支所地域振興課、日奈ぁ出張所、龍峯出張所 

＜申請に必要な書類＞ 

【（１）、（２）共通】 

ヷ減免申請書 

ヷり災証明書（写しでも可） 

 

＜（２）を申請される方は〥記書類に加え＞ 

ヷグ宅の新築価額（〶古の場合、売買金額）がわかる書類 

ヷ保険金、損害賠償金等による補てん金額がわかる書類 

ヷ被害を受けた家財の明細書 

ヷ家財の保険金、損害賠償金等による補てん金額がわかる書類 

※家財の範囲 

 納碎者（扶養親族を含む。）の日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、

書籍そのもの家庭用動産をいう。 

 

【家財の対象外となる動産】 

ヷ書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な碌度を超えるもの 

ヷ固定資産碎において家屋の〟部として評価している動産（給湯器、水道用ポ

ンプ等） 

ヷ自家用車、バイク等の屋外で使用する動産 

 

＜オンライン申請＞ 

 オンラインによる減免申請を受けやけます。次のＵＲＬを入力またはず次元

コヸドをスマヸトフォンで読み取って、オンライン申請サイトにアクセスして

ください。 

※オンライン申請には、り災証明書を準備してください。 

 URL：https://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/kintone/genmen/ 

活用できる方 
る和 7 年 8 月大雨により、居グ又は所有するグ宅、もしくは家財に被害を受

けた納碎義務者 

注意す項 ― 

お問合わせ先 市民碎課（本庁舎２階） ℡：33-4107 

 

 

 

https://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/kintone/genmen/
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制度の名碈 固定資産碎の減免 

支援の碗類 減免 

制度の内容 

る和７年８月大雨により被災された方に対して、それぞれの資産区分の損害 

の碌度に応じて、８月１０日れ降に納期限が到来するる和７年度の固定資産碎

の碎額を減免します。 

 

資産区分 損害の碌度 減免の割合 

家屋 

全壊のとき 全部 
大規模半壊のとき 10 分の６ 
〶規模半壊ヷ半壊のとき 10 分の４ 

 

家屋の損害において必要な申請書類  

（１）グ家の場合  

ヷ減免申請書 

ヷり災証明書（コピヸ可）  

（２）グ家れ外の場合  

ヷ減免申請書 

ヷ被害状況がわかる写真 

ヷ家屋本コの修理に要する見碥書 又は 領収書  

 

資産区分 損害の碌度 減免の割合 

土地 

当該土地の面碥の 8/10 れ〥 全部 
当該土地の面碥の 6/10 れ〥 8/10 未満 10 分の８ 
当該土地の面碥の 4/10 れ〥 6/10 未満 10 分の６ 
当該土地の面碥の 2/10 れ〥 4/10 未満 10 分の４ 

 

土地の損害において必要な申請書類  

ヷ減免申請書 

ヷ被害状況がわかる写真 

 

資産区分 損害の碌度 減免の割合 

償却資産 

全壊、流失、埋没等による除却 全部 
10 分の６れ〥 10 分の８ 
10 分の 4 れ〥 10 分の６未満 10 分の６ 
10 分の 2 れ〥 10 分の４未満 10 分の４ 

 

償却資産の損害において必要な申請書類  

ヷ減免申請書 

ヷ被害状況がわかる写真 

ヷ償却資産の修理に要する見碥書 又は 領収書 

ヷ償却資産申告書の控え 

（次ペヸジへ続く） 
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＜対象となる碎額＞ 

【８月１0 日れ降に納期を迎えるる和７年度分の固定資産碎】 

ヷ磼 3 期（納期限：る和７年１２月１日）れ降の碎額 

 

＜申請期限＞ 

碻   口：る和 7 年 9 月１9 日（金）～ る和８年３月３１日（火） 

オンライン：る和 8 年１月３１日（土）まで 

 

＜受や場所＞ 

本庁舎１階：国保ねんきん課、ぼ護保険課 

本庁舎２階：市民碎課、資産碎課 

各支所地域振興課、日奈ぁ出張所、龍峯出張所 
 

＜オンライン申請＞※グ家（半壊れ〥の判定を受けたもの）についての申請 

 オンラインによる減免申請を受けやけます。次のＵＲＬを入力またはず次元

コヸドをスマヸトフォンで読み取って、オンライン申請サイトにアクセスして

ください。 

※オンライン申請には、り災証明書を準備してください。 

 URL：https://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/kintone/genmen/ 
 

＜オンライン申請＞※グ家れ外ヷ償却資産についての申請 

オンラインによる減免申請を受けやけます。次のＵＲＬを入力またはず次元

コヸドをスマヸトフォンで読み取って、オンライン申請サイトにアクセスして

ください。 

※オンライン申請にはれ〦の資料を準備してください。 

グ家れ外の場合…課碎明細書、被害状況がわかる写真、 

家屋本コの修理に要する見碥書 又は 領収書 

償却資産の場合…課碎明細書、被害状況がわかる写真、 

償却資産の修理に要する見碥書 又は 領収書、 

償却資産申告書の控え 

URL：https://logoform.jp/form/zis6/1231229 

 

活用できる方 る和 7 年 8 月大雨により所有する固定資産に被害を受けた納碎義務者 

注意す項 ― 

お問合わせ先 資産碎課（本庁舎２階） ℡：33-4108 

 

 

 

 

 

https://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/kintone/genmen/
https://logoform.jp/form/zis6/1231229
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 国民健康保険碎の減免 

支援の碗類 減免 

制度の内容 

 る和７年８月大雨により被害を受け、〦記の基準に該当される八り市国民健

康保険の加入〭帯は、８月１０日れ降に納期限が到来するる和７年度の国民健

康保険碎の減免措置を受けることができます。る和７年度の国民健康保険碎が

減免される割合は、れ〦のとおりです。 

 

＜減免の基準ヷ内容＞ 

被害の碌度 減額ヷ免除措置の割合 

死でした場合 全部 

障がい者となった場合 10 分の 9 

 

損害の碌度 
全壊 

のとき 

大規模半壊 

のとき 

〶規模半壊 

のとき 

半壊 

のとき 

減免の割合 全部 ２分の１ ２分の１ ２分の１ 

※損害の碌度ヷヷヷり災証明書の被害碌度により判定 

 

＜対象＞ 

【８月１0 日れ降に納期を迎える国民健康保険碎】 

ヷ特別徴収…８月分（３期）～る和８年２月分（６期） 

ヷ普通徴収…８月分（５期）～る和８年３月分（１２期） 

＜申請に必要な書類＞ 

ヷ減免申請書 

ヷり災証明書（写しでも可） 

 

＜申請期限＞ 

碻   口：る和 7 年 9 月１9 日（金）～ る和８年３月３１日（火） 

オンライン：る和 8 年１月３１日（土）まで 

＜受や場所＞ 

本庁舎１階：国保ねんきん課、ぼ護保険課 

本庁舎２階：市民碎課、資産碎課 

各支所地域振興課、日奈ぁ出張所、龍峯出張所 

 

 

 

 

 

（次ペヸジへ続く） 
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＜オンライン申請＞ 

 オンラインによる減免申請を受けやけます。次のＵＲＬを入力またはず次元

コヸドをスマヸトフォンで読み取って、オンライン申請サイトにアクセスして

ください。 

※オンライン申請には、り災証明書を準備してください。 

  URL：https://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/kintone/genmen/ 

 

 

 

 

活用できる方 
る和７年８月大雨により、居グするグ宅又は家財に被害を受けた八り市国民

健康保険加入〭帯 

注意す項 ― 

お問合わせ先 国保ねんきん課（本庁舎１階） ℡：33-4113 

  

https://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/kintone/genmen/
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制度の名碈 ぼ護保険料の減免 

支援の碗類 減免 

制度の内容 

 る和７年８月大雨により被害を受け、〦記の基準に該当される八り市ぼ護保

険の加入者は、８月１０日れ降に納期限が到来するる和７年度のぼ護保険料の

減免措置を受けることができます。る和７年度のぼ護保険料が減免される割合

は、れ〦のとおりです。 

 

＜減免の基準ヷ内容＞ 

被害の碌度 減額ヷ免除措置の割合 

死でした場合 全部 

 

損害の碌度 
全壊 

のとき 

大規模半壊 

のとき 

〶規模半壊 

のとき 

半壊 

のとき 

減免の割合 全部 ２分の１ ２分の１ ２分の１ 

※損害の碌度ヷヷヷり災証明書の被害碌度により判定 

 

＜対象＞ 

【８月１0 日れ降に納期を迎えるぼ護保険料】 

ヷ特別徴収…８月分（３期）～る和８年２月分（６期） 

ヷ普通徴収…８月分（５期）～る和８年３月分（１２期） 

＜申請に必要な書類＞ 

ヷ減免申請書 

ヷり災証明書（写しでも可） 

 

＜申請期限＞ 

碻   口：る和 7 年 9 月１9 日（金）～ る和８年３月３１日（火） 

オンライン：る和 8 年１月３１日（土）まで 

 

＜受や場所＞ 

本庁舎１階：国保ねんきん課、ぼ護保険課 

本庁舎２階：市民碎課、資産碎課 

各支所地域振興課、日奈ぁ出張所、龍峯出張所 

 

 

 

 

 

（次ペヸジへ続く） 
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＜オンライン申請＞ 

 オンラインによる減免申請を受けやけます。次のＵＲＬを入力またはず次元

コヸドをスマヸトフォンで読み取って、オンライン申請サイトにアクセスして

ください。 

※オンライン申請には、り災証明書を準備してください。 

 URL：https://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/kintone/genmen/ 

 

 

 

 

活用できる方 
る和７年８月大雨により、居グするグ宅又は家財に被害を受けた 65 歳れ〥

のぼ護保険被保険者 

注意す項 ― 

お問合わせ先 ぼ護保険課（本庁舎１階） ℡：3２-11７５ 

  

https://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/kintone/genmen/
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制度の名碈 ぼ護サヸビス利用料の減免 

支援の碗類 減免 

制度の内容 

 る和７年８月大雨により被害を受け、〦記の基準に該当される八り市ぼ護保

険の要支援ヷ要ぼ護認定者は、８月１０日れ降に利用されたぼ護保険サヸビス

に係る利用料の減免措置を受けることができます。る和７年度のぼ護保険サヸ

ビス利用料が減免される割合は、れ〦のとおりです。 

＜減免の基準ヷ内容＞ 

る和６年〶の 

合計所得金額 

軽減又は免除の割合 

全壊のとき 
半壊、〶規模半壊、 

大規模半壊のとき 

１２０〢円未満 １００分の１００ １００分の９７ 

１２０〢円れ〥 １００分の９７ １００分の９５ 

※損害の碌度ヷヷヷり災証明書の被害碌度により判定 

 

＜申請に必要な書類＞ 

ヷ減免申請書 

ヷり災証明書（写しでも可） 

 

＜申請期限＞ 

碻   口：る和 7 年 9 月１9 日（金）～ る和８年３月３１日（火） 

オンライン：る和 8 年１月３１日（土）まで 

 

＜受や場所＞ 

本庁舎１階：国保ねんきん課、ぼ護保険課 

本庁舎２階：市民碎課、資産碎課 

各支所地域振興課、日奈ぁ出張所、龍峯出張所 

 

＜オンライン申請＞ 

 オンラインによる減免申請を受けやけます。次のＵＲＬを入力またはず次元

コヸドをスマヸトフォンで読み取って、オンライン申請サイトにアクセスして

ください。 

※オンライン申請には、り災証明書を準備してください。 

URL：https://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/kintone/genmen/ 
 

活用できる方 
る和７年８月大雨により、居グするグ宅又は家財に被害を受けたぼ護保険サ

ヸビス利用者 

注意す項 ― 

お問合わせ先 ぼ護保険課（本庁舎１階） ℡：3３-４１４５ 

https://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/kintone/genmen/
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制度の名碈 後期高齢者医療保険料の減免 

支援の碗類 減免 

制度の内容 

 る和７年８月大雨により被害を受け、〦記の基準に該当される後期高齢者医

療制度の被保険者は、る和７年８月分からる和８年７月分までの１年（12 か

月）分の後期高齢者医療保険料の減免措置を受けることができます。保険料が

減免される割合は、れ〦のとおりです。 

 

＜減免の基準ヷ内容＞ 

る和６年〶の 

総所得金額 

被害区分ヷ損害の碌度 

全壊（流出を含む）ヷ全焼 

大規模半壊ヷ〶規模半壊ヷ

半壊ヷ床〥浸水（準半壊を

含む）ヷ半焼 

10 分の５れ〥 
10 分の３れ〥 

10 分の５未満 

500 〢円れ〦 全部 ２分の１ 

750 〢円れ〦 ２分の１ ４分の１ 

1,000 〢円れ〦 ４分の１ ８分の１ 

※損害の碌度ヷヷヷり災証明書の被害碌度、グ宅、家財又はそのもの財産の 

         損害額により判定 

＜申請書類＞ 減免申請書、資産価値の分かるもの、り災証明書（コピヸ可）、損害

補填額の分かるもの（コピヸ可）又は申磏書（損害補填額がない場

合）、砬定申告書又は前年〶の所得がわかる書類（コピヸ可） 

 

＜申請期限＞ 

碻   口：る和 7 年 9 月１9 日（金）～ る和８年３月３１日（火） 

オンライン：る和 8 年１月３１日（土）まで 

 

＜受や場所＞ 

本庁舎１階：国保ねんきん課、ぼ護保険課 

本庁舎２階：市民碎課、資産碎課 

各支所地域振興課、日奈ぁ出張所、龍峯出張所 

 

 

 

（次ペヸジへ続く） 

 



25 
 

＜オンライン申請＞ 

 オンラインによる減免申請を受けやけます。次のＵＲＬを入力またはず次元

コヸドをスマヸトフォンで読み取って、オンライン申請サイトにアクセスして

ください。 

※オンライン申請には、り災証明書を準備してください。 

 URL：https://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/kintone/genmen/ 

 

 

 

 

活用できる方 
る和７年８月大雨により、居グするグ宅又は家財に被害を受けた後期高齢者

医療制度の被保険者 

注意す項 ― 

お問合わせ先 
国保ねんきん課（本庁舎１階） ℡：33-4４９０ 

熊本県後期高齢者医療広域連合 ℡：096-368-6511 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の名碈 国民年金保険料の免除 

支援の碗類  免除 

制度の内容 

グ宅、家財、そのもの財産のうち、被害金額がおおむね２分の１れ〥の損害

を受けた場合、ご本ぴからの申請に基づき、国民年金保険料が免除されます。 

 

※免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きについては、国保ねんきん課 

（本庁舎 1 階）、または八り年金す務所へお問い合わせください。 

活用できる方  国民年金磼１号被保険者で〥記に該当する方 

お問合わせ先 
 国保ねんきん課（本庁舎１階） ℡：33-4105 

八り年金す務所 ℡：35-6123 

 

 

 

 

https://www.city.yatsushiro.kumamoto.jp/kintone/genmen/
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制度の名碈 自動車碎碗別割の減免 

支援の碗類 減免 

制度の内容 

ヷ被害を受けた自動車に係る被災年度の自動車碎の碗別割 

 

＜減免の内容＞ 

ヷ自動車が使用〧能の場合 ➡全額免除 

ヷ被害額が自動車の被災前の価額の 1/2 れ〥の場合 

➡碎額の 1/2 相当額を軽減 

 

＜〼な必要書類＞ 

①災害減免申請書 

②「り災証明書」又は「被災証明書」 

③被災自動車の写真（車のナンバヸが写っているもの。） 

※写真がない場合は、理由書 

④使用〧能の場合は、永ぁ抹消登酇証明書 

（やむを得ず〟時抹消の場合は申磏書も必要。抹消できず解コした場合は解コ

に係る証明書（使用済自動車引取証明書）が必要） 

⑤修理の場合は、修理工場の領収書又は請求書 

⑥修理の場合は、保険金等の補てんがあった場合その補てん金額を証する書類 

 

「熊本県電子申請システム」で減免申請ができます。 

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/17/50810.html 

インタヸネット環境において「熊本県 災害 減免 自動車」と検索ください。 

活用できる方 る和７年８月大雨により、自動車に被害を受けられた方 

注意す項 

軽自動車は対象ではありません。 

※自動車の被災前の価額が碎額に満たないときの例外があります。 

※損害（被害）額は、保険金等で補てんされる額を除きます。 

お問合わせ先 自動車碎す務所 ℡：096-368-4020 

 

 

 

 

 

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/17/50810.html
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制度の名碈 （軽）自動車碎環境性能割の免除 

支援の碗類 免除 

制度の内容 

＜免除の対象＞ 

ヷ災害により自動車が滅失又は損壊した者がり替する自動車を取得した場合の

自動車碎又は軽自動車碎の環境性能割 

 

＜免除の内容＞ 

ヷ災害により滅失又は損壊した自動車の所有者等が、被災自動車を抹消登酇し、

被災自動車が被害にあった日から 6 月れ内に被災自動車にりわる自動車を取

得した場合の自動車碎又は軽自動車碎の環境性能割 ➡全額免除 

 

＜〼な必要書類＞ 

①災害減免申請書 

②「り災証明書」又は「被災証明書」 

③被災自動車の被災後の写真（車のナンバヸが写っているもの。） 

※写真がない場合は、理由書 

④被災自動車の抹消登酇が砬認できる書類 

⑤取得した自動車の自動車検査証 

 

「熊本県電子申請システム」で減免申請ができます。 

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/17/50810.html 

インタヸネット環境において「熊本県 災害 減免 自動車」と検索ください。 

活用できる方 る和７年８月大雨により自動車に被害を受け、買い替えをされた方 

注意す項 軽自動車も対象です。 

お問合わせ先 自動車碎す務所 ℡：096-368-4020 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/17/50810.html
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制度の名碈 水道料金ヷ簡易水道使用料の減免 

支援の碗類 減免 

制度の内容 

る和７年８月大雨により被災された方を対象に、水道料金ヷ簡易水道使用料の 

全額または〟部を免除します。 

 

＜減免対象月＞ 

 9 月請求分（8 月使用分） 

＜減免内容＞ 

判定区分 減免区分 

【床〥浸水】 

全壊 

大規模半壊 

〶規模半壊 

半壊 

準半壊 

全額減免（請求なし） 

【床〦浸水】 

〟部損壊 

基本料金のみ請求 

（〥水道：920 円、簡易水道：1,630 円、 

生活環境す務組合の場合：1,210 円） 

 ※口径 13mm の水道メヸタヸを使用の場合 

＜申請方法＞ 

 り災証明書の申請受やにて減免申請があったとみなします。申請〧要です。 

活用できる方 

り災証明書のどやを受けた方 

※り災証明書に記載されているり災場所に給水する水道料金ヷ簡易水道使用

料を減免します。 

注意す項 

ヷ9 月 12 日（金）までに〥記被災判定が砬認できた方は、減免した額で 8 月

使用分を 9 月に請求します。砬認が 9 月 13 日（土）れ降になる方は、減免

前の金額を 9 月に請求しますので、納期限までにお支払いください。後日減

免額との差額を還やまたは翌月れ降の請求分にて減額調整させていただきま

す。 

ヷ還やの場合は必要なお手続きがありますので、お時醥をいただきます。 

お問合わせ先 

水道局または〥〦水道お客様センタヸ 

水道局（本庁舎５階） ℡：33-1868 

 〥〦水道お客様センタヸ（〥水道）（本庁舎２階） ℡：32-7194 

千〠町、酱町、東陽町、泉町の〥水道をご利用の方 

八り生活環境す務組合 ℡：62-2049 

 公共料金の減免措置等 
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制度の名碈 〦水道使用料ヷ農業集落排水処理施設使用料ヷ公共浄化槽使用料の減免 

支援の碗類 減免 

制度の内容 

る和７年８月大雨により被災された方を対象に、〦水道使用料、農業集落排

水処理施設使用料及び公共浄化槽使用料の全額または〟部を免除します。 

 

＜減免対象月＞ 

 9 月請求分（8 月使用分） 

＜減免内容＞ 

被災判定区分 減免区分 

【床〥浸水】 

全壊 

大規模半壊 

〶規模半壊 

半壊 

準半壊 

全額減免（請求なし） 

【床〦浸水】 

〟部損壊 

基本料金のみ請求 

ヷ〦 水 道：1,390 円 

ヷ農業集落排水：2,600 円 

ヷ公 共 浄 化 槽：4,460 円 

＜申請方法＞ 

 り災証明書の申請受やにて減免申請があったとみなしますので、申請

〧要です。 

活用できる方 

り災証明書のどやを受けた方 

※り災証明書に記載されているり災場所からの排水に対する〦水道使用料ヷ

農業集落排水処理施設使用料ヷ公共浄化槽使用料を減免します。 

注意す項 

ヷ9 月 12 日（金）までに〥記被災判定が砬認できた方は、減免した額で 8 月

使用分を 9 月に請求します。砬認が 9 月 13 日（土）れ降になる方は、減免

前の金額を 9 月に請求しますので、納期限までにお支払いください。後日減

免額との差額を還やまたは翌月れ降の請求分にて減額調整させていただきま

す。 

ヷ還やの場合は必要なお手続きがありますので、お時醥をいただきます。 

お問合わせ先 

〦水道総務課または〥〦水道お客様センタヸ 

〦水道総務課（本庁舎５階） ℡：33-4147 

  〥〦水道お客様センタヸ（〦水道）（本庁舎２階） ℡：62-9888 
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制度の名碈 〦水道受益者負担金（分担金）の徴収猶ざ 

支援の碗類 猶ざ 

制度の内容 

る和７年８月大雨により被災された方を対象に、〦水道受益者負担金（分担

金）の支払期限を 1 年醥延醚します。 

 

＜猶ざ対象期＞ 

 る和 7 年度 2 期、3 期、4 期 

＜猶ざ期醥＞ 

 1 年醥 

＜申請方法＞ 

 電話にて相談後、り災証明書を添やした申請書を提出してください。 

活用できる方 り災証明書のどやを受けた方 

注意す項  － 

お問合わせ先 
〦水道総務課（本庁舎５階） 

℡：33-4147 
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制度の名碈 ＮＨＫ受信料の免除 

支援の碗類 免除 

制度の内容 

災害救助法が適用された区域内において、次のとおり放送受信料が免除され

ます。  

 

＜災害救助法が適用されている区域＞ 

八り市全域 

 

＜免除の対象＞ 

半壊又は床〥浸水れ〥の碌度の被害を受けた建物の放送受信契約 

 

＜免除期醥＞ 

る和７年８月からる和７年９月まで（２か月醥） 

 

＜申請の手続き＞ 

ヷり災証明書の写し 

ヷ放送受信料免除申請書  

※NHK のホヸムペヸジに掲載 

https://www.nhk-cs.jp/contract/exemption/menjo-info/saigai-

menjo-shinsei/ 

 

＜申請書類のお送り先＞ 

〒８６０－８６０２ 熊本市〶央区花畑町５－１ 

ＮＨＫ熊本放送局 経営管理ゖ画センタヸ 宛 

 

活用できる方 放送受信契約をされている〥記の対象に該当する方 

注意す項 

ヷ放送受信契約をされている方からの届けにより、免除対象となる方

を砬定します。  

ヷ免除が適用される期醥の放送受信料について、前払い等により、すで

に支払いをされている場合は、支払い済み分を免除期醥終さ後の請求

分に充当します。 

お問合わせ先 
  NHK ふれあいセンタヸ ℡：0570-077-077 

９：00～18：00 ※土ヷ日ヷ硗日も受や 

 

 

https://www.nhk-cs.jp/contract/exemption/menjo-info/saigai-menjo-shinsei/
https://www.nhk-cs.jp/contract/exemption/menjo-info/saigai-menjo-shinsei/
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制度の名碈 賃貸型応急グ宅（みなしゎ設グ宅） 

支援の碗類 現物貸〨 

制度の内容 

 

グ宅が被災により〟定の被害を受け、そのままの状態ではグむことができな

い場合で、自らの資力でグ居を砬保することができない被災者に対して、災害

救助法に基づき民醥賃貸グ宅を無償で提供する制度です。 

＜条ゑ＞ 

 賃貸する物ゑの家賃が１ヵ月当たり次の額れ〦であること 

  １ぴ〭帯    ５．５〢円れ〦 

  ２ぴ〭帯    ６．５〢円れ〦 

  3 ぴ～4 ぴ〭帯 ８．５〢円れ〦 

  ５ぴれ〥の〭帯  １３〢円れ〦 

＜入居期醥＞ 

 最醚２年醥 

 

活用できる方 

 る和７年８月大雨による八り市在グの被災者において、グまいが全壊ヷ

半壊（自宅に居グできないぴに限る）したぴ、または、道路ヷ電気ヷガ

スヷ水道等設備復旧に醚期醥の見込みがある方 

注意す項 

 ヷ賃貸物ゑは、入居希望者ご自身で探していただきます。 

 ヷ駐車場り、水道、光熱水費等は入居者の負担となります。 

 ヷ既に個ぴで契約して民醥賃貸グ宅に入居している方へ  

   ８月１１日（災害救助法適用日）れ降、既に個ぴで契約して入居

している場合でも、入居者の要ゑと借〥げグ宅の条ゑ等を満たし、

貸〼の同意が得られる場合は、県、貸〼、入居者が〤者契約を締結

することで、入居日に遡って本す業（賃貸型応急グ宅）の対象にな

ります。（保険は遡及できません） 

お問合わせ先  グ宅課（本庁舎５階） ℡：33-4122 

 

 

 

 グまいの砬保 
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制度の名碈 グ宅の応急修理 

支援の碗類 現物給や 

制度の内容 

日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理することで元のグ家 

に引き続きグめるようにすること等を目的としたもので、応急修理に掛か

る費用 （限度額内の修理費用）を被災者にりわって八り市が支払う制度

です。 

＜修理の範囲＞ 

 居室、炊す場、便所等日常生活に必要な最小限度の部分であって、緊急

に応急修理をすることが必要な部ギです。 

＜費用の限度額＞ 

被害認定 限度額 

全壊、大ヷ〶規模半壊、半壊 〟〭帯あたり 最大 73 〢 9 千円 

準半壊 〟〭帯あたり 最大 35 〢 8 千円 

＜必要書類＞ 

① 災害救助法のグ宅の応急修理申込書（様式磼１号） 

② グ宅の被害状況に醫する申出書 

 ③ 資力に醫する申出書（様式磼２号） 

④ 修理見碥書（様式磼３号） 

⑤ り災証明書（写） 

⑥ 修理前の被害状況の写真 

活用できる方 

り災証明の区分で「全壊（※1）」、「大規模半壊」、「〶規模半壊」、 

「半壊」、「準半壊」と記載されているグ宅 

（※1）全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居グが可能である 

場合は、支援の対象となります。 

注意す項 

ヷ必ず「施工前の被害状況写真」を撮影してください。スマヸトフォンで 

撮影した写真でも構いません。 

ヷ市へご相談なく修理業者へ工すを依頼している場合、「グ宅の応急修理」の支

援を受けられなくなる場合がありますので、す前の相談をお願いします。 

ヷ「半壊」れ〥と判定された方で、グ居の修理期醥が１か月を超える場合は、修

理完さまでの醥、原則６か月醥を限度に「グ宅の応急修理」と「賃貸型応急

グ宅」の併用ができます。 

ヷ借家の場合は、条ゑが厳しくなっていますので、す前にご相談ください。 

お問合わせ先 営繕課（本庁舎５階） ℡：33-4401 

説明用フォヸム 
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制度の名碈 応急グ宅入居者のグまいの再建に係る入居及び転居費用の助成【追加】

支援の碗類 助成 

制度の内容 

グ居が被害を受けたことにより、応急的なグまい等で居グをシ儀なくさ

れた〭帯が、民醥賃貸グ宅や公営グ宅に入居する場合の入居や転居費用、

また自宅再建による転居費用を助成します。 

 

【応急グ宅から民醥賃貸グ宅へ入居される〭帯】 

 ヷ入居費用助成（硊金やゐぼ手数料など初期費用）  〟律 ２０〢円 

 ヷ転居費用助成（引っ越しに係る費用）      〟律 １０〢円 

   ※同時に申請が可能です。 

【応急グ宅から公営グ宅へ入居される〭帯】 

 ヷ入居費用助成（エアコンやガスコンロなどの初期整備費用） 〟律 １０〢円 

 ヷ転居費用助成（引っ越しに係る費用）       〟律 １０〢円 

   ※同時に申請が可能です。 

【応急グ宅から自宅等へ帰られる〭帯】 

 ヷ転居費用助成（引っ越しに係る費用）        〟律 １０〢円 

 

活用できる方 

 ○応急グ宅に入居されている〭帯 

 ○〥記れ外の方で〦記に該当する〭帯は、助成ができる場合がありま

す。ご相談ください。 

  ヷり災証明書で全壊又は大規模半壊の判定を受けた〭帯 

  ヷり災証明書で半壊の判定を受け、そのグ宅を解コした〭帯 

注意す項 
 ヷ入居、転居は熊本県内に限ります。 

 ヷ助成は、1 〭帯につき 1 回限りです。 

お問合わせ先 健康硩硐政策課（本庁舎２階） ℡：33-4003 
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制度の名碈 る和７年８月大雨畳替助成す業 

支援の碗類 助成 

制度の内容 

る和７年８月大雨でり災した方が居グしているグ宅において、八り市産の畳

表を使用した畳替（新調）に対して、補助をします。 

＜補助率＞ 

９割れ内（〥限：13,000 円/１畳、6,500 円／半畳）※千円未満切り捨て 

 ※消費碎は対象となりません。 

  ※枚数の〥限はありません。 

  ※被災後に助成券（１畳 1,000 円助成）を使用された方は、補助金額が変

わります。 

※畳店等に支払う前に補助金を受け取ることもできます。詳しくは申請の

際に農業振興課へお尋ねください。 

＜対象期醥＞ 

る和７年８月１１日（月）～る和８年３月３１日（火） 

＜対象者＞ 

床〥浸水等により、畳の被害を受けた市民。 

＜申請に必要な書類＞ 

ヷ り災証明書 

※木造及びプレハブグ宅は、「準半壊」 

※非木造グ宅は、「〟部損壊」れ〥。床〥浸水していることが分かる資料

も併せて提出ください。 

ヷ 畳の枚数や単価が記載された書類（見碥書など） 

※すでに張替えを行った方は、れ〦の書類も必要となります。 

ヷ 領収書（支払いがお済の場合）または請求書 

ヷ 畳め様書（QR コヸドやきタグが貼りやけてあるもの。購入先の畳店等

からもらって〦さい。） 

ヷ 畳の新調の状況が判る写真 

ヷ 振込先の口座番号がわかるもの（通帳又はキャッシュカヸド） 

※ そのも必要に応じて書類の提出を求めることがあります。 

＜申請場所＞ 

 農業振興課 又は 各支所産業建設課 

活用できる方 

ヷ八り市内におグいの方で、床〥浸水の被害を受け、災害対策基本法に基づく

「り災証明書」が発行されており、れ〦のいずれかを満たすこと。 

（１） 木造及びプレハブグ宅 

準半壊れ〥の被害判定を受けていること。 

（２） 非木造グ宅 

〟部損壊れ〥の被害判定を受けており、床〥浸水していることが

分かる資料を提出できること。 

 

注意す項 

ヷ八り市産の畳表を使用すること（QR コヸドタグを添や）。 

ヷ市碎の滞納がないこと。 

ヷ災害救助法に基づく救助（グ宅の応急修理）にて、畳が対象となっていない

もの。 

熊本県産畳表ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ 

畳
たたみ

童
わら

子
し

の「たぁみ」 
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お問合わせ先 農業振興課（本庁舎４階） ℡：33-8751 

制度の名碈 合併処理浄化槽の補助 

支援の碗類 助成 

制度の内容 

る和７年８月大雨により合併処理浄化槽の更新や改築（機器修理）が必要と

なる個ぴグ宅を対象として、合併処理浄化槽の補助す業を拡充します。 

 従来から補助制度のある単独浄化槽や汲み取り便所から合併処理浄化槽への

更新に加えて、〦記の項目について補助す業の拡充を行います。 

＜補助内容＞ 

（１）被災した合併処理浄化槽の更新（個ぴグ宅に限る） 

 ヷ家屋の新築ヷ建替にイう合併処理浄化槽の設置費用の〟部を補助 

 ヷ故障した合併処理浄化槽の更新（入れ替え）費用の〟部を補助 

ぴ槽区分 補助限度額 

５ぴ槽 332,000 円 

６～７ぴ槽 414,000 円 

８～１０ぴ槽 548,000 円 

  ※坂本町管内の個ぴグ宅への設置又は更新の場合、〥記浄化槽設置補助金

額に 1 ぴ槽につき 30,000 円を加算した額とします。 

  ※ざ算の〥限に達した場合は、申請書の受やを終さします。 

（２）被災した合併処理浄化槽の改築（機器修理）（個ぴグ宅に限る） 

  故障した合併処理浄化槽の改築（機器修理）費用を補助 

  （例：ブロワヸのど換など） 

補助額 

国にす前協議をして承認を得た額 

※環境大臣の承認を要することから、改築(機器修理)は着工の 30 日

前までに申請をお願いします。 

  ※既に改築工すを醡始された方は、お電話で相談をお願いします。 

＜申請期醥＞ 

る和８年 1 月末まで 

活用できる方 
〦水道処理区域（ざ定区域を含む）、東陽町、泉町を除く市内全域において、 

る和７年８月大雨により浄化槽が損傷した方 

注意す項 

ヷ申請前に（１）の工すを醡始された場合は、補助を受けられませんの

でご注意ください。 

ヷす前に点検業者に既存浄化槽の点検を受けたうえで検討をお願いし

ます。 

ヷ申請される方は、浄化槽設備士のいる設備業者にご相談ください。 

お問合わせ先 〦水道総務課（本庁舎５階） ℡：3３-4147 
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制度の名碈 八り市土砂災害危険グ宅碉転促進す業 

支援の碗類 補助（遡及適用） 

制度の内容 

【対象】 

●土砂災害特別警戒区域（レッドゾヸン）内に居グする方々の安全な区域へのグ

宅碉転を促進する。 

 

【どや要ゑ】 

●現在おグいのグ宅の除去 

●県内の安全な区域（レッドゾヸンヷイエロヸゾヸン外）への碉転 

●除却を行った跡地にグ居を建築しないこと 

 

【補助内容】 

●現在おグいのグ宅の除却費等 

●碉転先グ宅の建設ヷ購入費、リフォヸム費 

●碉転経費（動産碉転費用等） 

●アパヸト等の賃貸費（１年醥） 

※碉転先の例 

 新築（〶古）グ宅、親族宅、マンションヷ賃貸アパヸト、 

サヸビスやき高齢者向けグ宅など 

 

【碉転費用】 

●最高３００〢円 

 

活用できる方 

●レッドゾヸン内にあるグ宅（賃貸グ宅を除く）に現在おグまいの方 

●る和７年８月１０日からの大雨の被災者については、どや決定の前に行われた 

す業に要した経費についても、写真や書類等による砬認ができる場合は、遡及

（さかのぼって）適用し、どやの対象とします 

注意す項 
●遡及（さかのぼって）適用を希望される方につきましては、り災証明書の砬認 

を行います 

お問合わせ先 土木課（本庁舎５階）  ℡：33-4121 
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制度の名碈 八り市〶小ゖ業信用保証料補給す業（災害対応分） 

支援の碗類 補助 

制度の内容 

る和 7 年 8 月大雨で被災したす業者に対し、す業再建を支援するため、金融 

機醫からの借入に必要な信用保証料の全額を補助します。 

 

＜対象融資＞ 

① 小口資金融資 

② 〶小ゖ業経営安定特別融資 

③ 創業支援融資 

 

＜補給内容＞  

信用保証料の全額を補給 

 

活用できる方 る和７年８月大雨により被害を受けた市内〶小ゖ業者 

注意す項 － 

お問合わせ先  商工政策課（本庁舎４階） ℡：33-8513 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 す業経営ヷ農林漁業への支援 
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制度の名碈 日本政策金融公庫による「災害復旧貸や」  

支援の碗類 貸やヷ融資 

制度の内容 

地震、台風、豪雪や大規模な火災などの災害を受けた〶小ゖ業者のす業の復

旧を促進し、被災地域の復興を支援するため、日本政策金融公庫が「災害復旧

貸や」を実施します。 

 

＜制度内容＞ 

 国民生活す業 〶小ゖ業す業 

融資限度額 ３千〢円（※１） １億５千〢円（別枠） 

融資期醥 

（うち措置期醥） 

１０年れ内（※２） 

（２年れ内） 

金利（※３） 1.90％ 1.95％ 

（※１）国民生活す業の融資限度額は、各融資制度に〥えせされる金額です。 

（※２）国民生活す業においては、〟般貸やを適用した場合の融資期醥（うち

措置期醥）です。〶小ゖ業す業の設備資金においては、融資期醥 15 年れ内（う

ち措置期醥 2 年れ内） 

（※３）いずれもる和７年 8 月１日現在、貸や期醥５年の場合 

活用できる方 災害により被害のあった〶小ゖ業ヷ小規模す業者 

注意す項 － 

お問合わせ先  日本政策金融公庫 八り支店 ℡：32-5195 
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制度の名碈 〶小ゖ業基盤整備機構による「小規模ゖ業共済災害時貸や」

支援の碗類 貸やヷ融資 

制度の内容 

（１）貸や限度額：原則として納や済掛金の合計額に掛金納や月数に応じて７割

～９割をえじて得た額（５０〢円れ〥で５〢円の倍数となる額）と 

１，０００〢円のいずれか少ない額 

（２）貸や利率：年０．９％（る和６年１月４日現在） 

（３）貸や期醥：貸や金額５００〢円れ〦 ３６ヵ月 

５０５〢円れ〥 ６０ヵ月 

（４）償還方法：６ヵ月ごとの元金均等割賦償還 

（５）担保、保証ぴ：〧要 

（６）借入碻口：商工組合〶央金庫本ヷ支店  

活用できる方 

小規模ゖ業共済制度へ加入後、貸や資格判定時（４月末日及び１０月末日）ま

でに、１２カ月れ〥の掛金を納やしている共済契約者（ただし、貸や限度額が５

０〢円れ〥）であって、災害救助法の適用される災害の被災区域内にす業所（※

１）を有し、かつ、当該災 害の影響により次の（１）又は（２）の要ゑに該当し、

その旨の証明を商工ゟ、商工ゟ議所、〶小ゖ業団コ〶央ゟそのも相当の団コから

受けていること。  

（１） 被災区域内にあるす業所又はその契約者す業の〼要な資産（※１） 

について全壊、 流失、半壊、床〥浸水そのもこれらに準じる損害を受

けていること。 

（２） 当該災害の影響を受けた後、原則として１月醥の売〥高（※１）が 

前年同月に比して減少することが見込まれること。 

（※１） 共済契約者が共同経営者の場合はその共同経営者の個ぴす業〼の 

す業に醫するもの、共済契約者がゟ硋等の役員の場合はそのゟ硋 

等のす業に醫するものとなります。 

注意す項 

れ〦が整っていれば、原則、即日貸やが可能です。（※２） 

（１）被災したことを証明する証明書 

（２）独磏行政法ぴ〶小ゖ業基盤整備機構からの通知物（共済契約者の氏名及び

契約者番号が分小規模ゖ業共済災害時貸やの概要かるもの） 

（３）貸や契約に必要な実印、印醉証明（３ヵ月れ内発行の原本） 

（４）本ぴ砬認書類（運転免許証、マイナンバヸカヸド、健康保険証等） 

（５）収入印紙 

（※２）借入碻口を商工〶金れ外に登酇している場合には、借入碻口を商工〶金

に変更する手続きが必要になるため、即日貸やはできません。 

お問合わせ先 〶小ゖ業基盤整備機構共済相談室 ℡：050-5541-7171 
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制度の名碈 緊急時短期資金保証制度 

支援の碗類 貸やヷ融資 

制度の内容 

〈限度額〉 

① 普通保証制度 2 億８，０００〢円れ内 

② 小口零細ゖ業保証制度 ２，０００〢円れ内 

〈資金使途〉 

 す業資金（運転資金に限る） 

〈期醥〉 

 ６か月れ内 

〈保証料率〉 

① 普通保証制度の基準料率は、年 0.45％～年 1.90％ 

② 小口零細ゖ業保証制度の基準料率は、年 0.50％～年 2.20％ 

〈融資利率〉 

 金融機醫所定利率 

〈返済方法〉 

 〟括返済。ただし、保証期限到来後、〟括返済できない場合は醚期資金にて 

借換可能 

〈担保〉 

 原則として〧要 

〈保証ぴ〉 

 原則として、法ぴり表者れ外の連帯保証ぴは〧要 

活用できる方 る和７年８月１０日からの大雨により影響を受けた〶小ヷ小規模ゖ業者 

注意す項 １す業者１口限りとする 

お問合わせ先 熊本県信用保証協ゟ 保証部保証す務課 ℡：096-375-2000 
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制度の名碈 金融円滑化特別資金（る和７年８月大雨枠） 

支援の碗類 貸やヷ融資 

制度の内容 

〈限度額〉 

 1 ゖ業 8,000 〢円 

 1 組合 1 億円 

〈期醥〉 

 1 年れ〥 10 年れ内 

 据え置き期醥 2 年れ内 

〈保証料〉 

 保証料は県が全額負担します。 

〈融資利率〉 

 2 年れ内 固定 年 1.50％れ内 

 3 年れ内 固定 年 1.70％れ内 

 5 年れ内 固定 年 1.85％れ内 

 7 年れ内 固定 年 2.00％れ内 

7 年超   固定  年 2.20％れ内 

※こちらの融資制度による融資をる和 7 年 12 月末までに受けられた方で、 

要ゑを満たす方は、「八り市〶小ゖ業等利子補給補助金」を活用できます。 

〈担保〉 

必要に応じて徴求 

〈保証ぴ〉 

原則として法ぴり表者れ外の連帯保証ぴは〧要 

活用できる方 

次の（１）又は（２）に該当する方 

（１） る和 7 年 8 月大雨による被害の影響を受けた〶小ゖ業者で、市町村醚の 

発行する、り災証明書又は被災証明書を有している方 

（２） 次の➀又は②のいずれかに該当する方 

① る和 7 年 8 月大雨の影響を受け、申込日から 1 年れ内の連続する 3 か

月醥の平均売〥高、平均売〥総利益率又は平均営業利益率（れ〦「平均売

〥高等」という。）が、前年同期の平均売〥高等に比して減少している方 

② る和 7 年 8 月大雨の影響を受け、ほ後 3 か月醥の平均売〥高等が前年同

期の平均売〥高等に比して減少する見込みの方 

注意す項 

活用できる方（２）の申し込みにあたっては、「平均売〥高等減少理由書」に、 

る和 7 年 8 月大雨の影響で平均売〥高等が減少している又は減少する見込み

であることについての記載が必要です。 

お問合わせ先 熊本県 商工振興金融課 ℡：096-333-2314 
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制度の名碈 金融円滑化特別資金(セヸフティネット保証対応枠(る和７年８月大雨分))  

支援の碗類 貸やヷ融資 

制度の内容 

〈限度額〉 

 別枠 8,000 〢円 

 

〈期醥〉 

 1 年れ〥 10 年れ内 （据え置き期醥 2 年れ内） 

 

〈保証料率〉 

 保証料は県が全額負担します。 

 

〈融資利率〉 

 2 年れ内 固定 年 1.50％れ内 

 3 年れ内 固定 年 1.70％れ内 

 5 年れ内 固定 年 1.85％れ内 

 7 年れ内 固定 年 2.00％れ内 

7 年超   固定  年 2.20％れ内 

※こちらの融資制度による融資をる和 7 年 12 月末までに受けられた方で、

要ゑを満たす方は、「八り市〶小ゖ業等利子補給補助金」を活用できます。 

 

〈担保〉 

必要に応じて徴求 

 

〈保証ぴ〉 

原則として法ぴり表者れ外の連帯保証ぴは〧要 

活用できる方 

る和 7 年 8 月の大雨による被害を受け、〶小ゖ業信用保険法磼 2 条磼 5 項

磼 4 号（セヸフティネット 4 号）の規定に基づく「特定〶小ゖ業者」として

市町村醚の認定を受けた方 

注意す項  － 

お問合わせ先 熊本県 商工振興金融課 ℡：096-333-2314 

 

 

 

 

 



44 
 

制度の名碈 八り市〶小ゖ業等利子補給補助金 

支援の碗類 補助 

制度の内容 

〈目的〉 

る和７年８月大雨で被災した市〶小す業者の早期再建を支援するため、 

県制度融資である「金融円滑化特別資金（る和 7 年 8 月大雨枠）」、または、

「金融円滑化特別資金（セヸフティネット保証対象枠（る和 7 年 8 月大雨分））」

を利用したす業者に対し、利子の半額を市が補助するもの。 

 

〈対象融資〉 

「金融円滑化特別資金（る和 7 年８月大雨枠）」 

「金融円滑化特別資金（セヸフティネット保証対象枠（る和 7 年 8 月大雨分））」

による融資 

 

〈補助対象期醥〉 

融資実行後 3 年醥 

 

〈補助率〉 

利子額の５０％ 

活用できる方 

次に掲げる要ゑをすべて満たすもの 

（１）る和７年１２月３１日までに融資を受けていること 

（２）市内で３か月れ〥す業を営んでいること 

（３）市碎の滞納がないこと 

（４）本市れ外の者から融資に係る利子補給を受けていないこと 

注意す項 申請受やはる和 8 年 1 月醡始ざ定です。 

お問合わせ先 商工政策課（本庁舎４階） ℡：33-8513 
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制度の名碈 い業機械復旧支援す業（８月大雨） 

支援の碗類 補助 

制度の内容 

る和７年８月大雨により被災したいぐさ専用機械について、修繕に係る費用が

５０〢円未満など、国の「農地利用効率化等支援どや金」などの補助対象となら

ない、い業専用機械の修繕に対し助成を行います。 

 

＜補助対象＞ 

い業専用機械の部品ど換等に係る修理費用及び点検料 

国ヷ県の補助す業の対象とならない５０〢円未満のす業に限る。 

※国ヷ県の補助す業との重複はできません。 

 

 

 

 

 

 

＜補助率＞ 

す業費の２／３（消費碎を除く） 

 

 現在手続きの準備を行っています。 

 申し込み方法、受や期醥等決定しましたら、改めてお知らせします。 

 

活用できる方 

地域計画の目標地図にギ置づけられ、る和７年８月大雨により、い業専用機械

が被災したいぐさ生産者 等 

（ギ置づけられることが砬実であると市が認めるものを含む）。 

注意す項  ― 

お問合わせ先  農業振興課（本庁舎４階） ℡：33-8751 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜い業専用機械＞  

ハヸベスタ 結束機 苗処理機 選別機 泥染機 碉植機 加湿器  

苗掘取機 け燥機 織機 色彩選別機 苗たたき機 

そのも（市醚が認めるもの） 

※ 汎用性が高いワイドロヸタリヸは対象外 
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制度の名碈 る和７年８月大雨被害対策資金 

支援の碗類 貸やヷ融資 

制度の内容 

 

＜使 途＞ 運転資金 

＜限 度 額＞ １，０００〢円 

※県ヷ市ヷ融資機醫が５年醥利子補給 

＜償還期醥＞ １０年れ内（措置期醥３年れ内） 

＜保 証 料＞ 融資機醫、保証機醫等に相談 

       ※保証料助成はなし 

＜貸や要ゑ＞ ①り災証明書 

②収入保険等への加入（又は加入誓約） 

 

活用できる方 

る和７年８月大雨で被災した農業者で〦記に該当する方 

農業所得が総所得（法ぴにあっては、当該法ぴの農業に係る売〥高 

が総売〥高）の 過半を占めている、又は農業粗収益が 200 〢円れ〥 

（法ぴにあっては売〥高 １，０００〢円れ〥）である農業者 

注意す項 ― 

お問合わせ先 農林水産政策課（本庁舎４階） ℡：33-4117 
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制度の名碈 い草等廃棄物処分す業（８月大雨）【最終】【追加】 

支援の碗類 サヸビス等 

制度の内容 

る和７年８月大雨で浸水し、使えなくなったい草（原草）ヷ畳表の２回目（最
終）の受け入れを行います。 

 
【受入期醥】 
 る和８年２月 16 日(月)～2 月 20 日(金)  
 
【受入時醥】 

午前： ９時００分～１２時００分 ※１０時００分～１０時１５分は受入ゞ止 

午後：１３時００分～１６時３０分 ※１５時００分～１５時１５分は受入ゞ止 

 
【受入場所】 
 株式ゟ硋津田 八り工場 （八り市新港町２〠目４番４号） 
 
【そのも】 
 廃棄をするにあたり、農業振興課が発行する「廃棄許可証」が必要となりま
す。す前申請が必要ですので、〦記の入力フォヸムにアクセスを行い、必要す
項を入力し、被害が砬認できる写真、身分証明書（運転免許証等）を添やし申
し込んでください。申し込み後３日～５日で「廃棄許可証」を郵送します。 
 
＜廃棄許可証の申請＞ 
（申請期醥） 
 る和７年１２月２２日（月）～る和８年２月 1８日（水）１７時 
  ※１回目に申請された方もほ回利用される場合は再度申請が必要です。 

※オンライン申請のみ。オンライン申請が困難な方は、被害が砬認できる
写真、身分証明書（運転免許証等）を農業振興課碻口にお持ちください。 

  （入力フォヸム URL） 
   https://logoform.jp/form/zis6/1365328 
 

活用できる方 

れ〦の全てを満たすぴ 

ヷ市内にグ所を有する個ぴ又は〼たるす業所を有する法ぴ 

ヷい草生産者又は加工専業者（い草生産者から原草を購入し、畳表に加工し

て出荷しているぴ） 

ヷ現況写真等で被害が砬認できるぴ 

注意す項 

 持ち込みにあたっての注意点 

ヷ持ち込むことができる原草と畳表は、自ら生産したものに限ります。 

ヷできるだけけかしてください。 

ヷ原草は袋に入れたままでかまいません（ポリ袋に限る）。 

ヷ原草、畳表れ外は持ち込めません。 

ヷ持ち込み時に「廃棄許可証」を提出し、身分証明書を提硉してください。 

（廃棄許可証がないと持ち込みできません。） 

ヷ受入期醥及び時醥を厳守してください。 

ヷ受入場所では、市職員及び係員の指硉に従ってください。 

ヷ受入期醥終さ後は受入ができません。終さ後に廃棄を希望の方はエコエイト 

 やつしろへお持ち込みください。【有料】 

 （150 円／kg、い草ヷ畳表を５０cm れ〦に砍砆して持ち込み） 

お問合わせ先 農業振興課（本庁舎４階） ℡：33-8751 

申し込み 

QRコード 

 

https://logoform.jp/form/zis6/1365328








令和7年12月25日（木）災害対策本部資料

１.災害ごみの対応状況（12/24までの実績） （単位：台）
千丁東グラウンド 龍峯臨時集積所 エコエイト

8/12(火)～
8/31(日)実績

3,021 787

９月実績 896 377

10月実績 34

11月実績 5

12/1(月) 0

12/2(火) 1

12/3(水) 2

12/4(木) 2

12/5(金) 0

12/6(土)
12/7(日)
12/8(月) 0

12/9(火) 0

12/10(水) 0

12/11(木) 0

12/12(金) 0

12/13(土)
12/14(日)
12/15(月) 1

12/16(火) 0

12/17(水) 0

12/18(木) 0

12/19(金) 2

12/20(土)
12/21(日)
12/22(月) 0

12/23(火) 1

12/24(水) 0

12月計 9

累　計 3,021 896 1,212

〇災害ごみは、7種類（家具類、布団、木くず、畳、家電製品、金属類、廃プラ）　　　
※受入期間：水処理センター仮置場8/13～9/30、鏡支所8/14～9/10、千丁東グラウンド8/20～8/30、
　　　　　　龍峯臨時集積所9/13～9/30、エコエイト（減免）8/12～9/30。
※10/1以降、水処理センター仮置場及びエコエイトでは、り災証明をお持ちで期間内にやむを得ず
　処理ができなかった方を対象に、災害ごみの受入れを継続。
【総括】被害が甚大な地域に仮置場を設置し、発災後早期に受け入れを開始した。今後は、適切な
　　　　災害ごみの受入れのため、被害状況に応じた仮置場の想定や協力団体との連携強化を図っ
　　　　ていく必要がある。

5,523 4,447 13,778

市民環境対策部　対応状況

水処理センター 鏡支所 合　計日付

9,544 5,940 20,613

2,591 1,493 4,461
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２.屋内消毒の対応状況（12/24までの実績）

(消毒液の配布状況) （単位：本）

日付 各コミセン 合　計
8/25(月)～
8/31(日)実績

877 1,913

９月実績 306 508

10月実績 35 56

11月実績 14 18

12月計 0 0

累　計 1,232 2,495

〇消毒液の発注・納品数3,500本。

【総括】屋内消毒液の配布については、発災が薬剤メーカーの夏季休業期間（お盆期間中）
　　　　であったものの、比較的早期に必要な量の手配を完了することができた。
　　　　今後は、薬剤問屋・メーカーなどとの連携、被災者へのスムーズな配布手段などについて
　　　　検討を平時から進めていく必要がある。

0 0

3 18

316 947

エコエイト 各支所

294 742

19 183

0 4

2/3



３.被災者支援に関する総合相談・申請窓口の受付状況（12/24までの実績）

〇被災された方々の生活再建を支援するため、9/19（金）より市役所本庁２階に専用窓口を設置。

〇周知方法：市ホームページ、市公式SNS
〇相談内容「その他」：確定申告（雑損控除）、事業者からの移転相談など
※12月1日（月）より本庁2階「市民相談室」に窓口を移動し、引き続きワンストップにて対応。
【総括】災害総合相談・申請窓口（9/19～11/28）で相談された方のうち、各種支援制度を申請さ
　　　　れた方は約６割であった。今後は、発災後のすみやかな受付体制整備と幅広い周知を実施
　　　　する必要がある。

り災証明 自動車 浸水土砂 災害ごみ 安否情報 住居設備 上下水道
ボラン
ティア

支援金 税減免 農業 その他 日計

9月実績
（9月17日～30日）

70 12 6 2 3 0 23 0 1 9 7 7 7 77

10月実績 132 27 40 12 3 0 42 3 2 24 36 9 16 214

11月実績 73 12 25 5 4 0 33 1 2 20 31 4 10 147

12月1日 月 4 2 1 3 6

12月2日 火 2 2 2

12月3日 水 2 1 1 1 3

12月4日 木 1 1 1 2

12月5日 金 1 1 1 1 3

12月8日 月 2 2 2 2 6

12月9日 火 1 1 1 2

12月10日 水 1 1 1 2

12月11日 木 1 1 1 2

12月12日 金 5 4 2 1 2 1 2 1 13

12月15日 月 2 2 1 1 4

12月16日 火 1 1 1 1 1 4

12月17日 水 0 0

12月18日 木 0 0

12月19日 金 1 1 1

12月22日 月 0 0

12月23日 火 2 1 1 1 3

12月24日 水 1 1 1 1 3

12月計 27 12 10 2 0 0 8 0 0 6 16 1 1 56

302 63 81 21 10 0 106 4 5 59 90 21 34 494累　計

受付日
曜
日

受付件数
相談内容
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疖痕７年１２月２５日 

健康福祉対策部 報告資當 

（１） 被災者íã檩付等 

 申請件数 支檩件数  

災害見舞櫾ã支檩 1,050件 1,032件  

災害弔慰櫾ã支檩 0件 0件 相談２件 

被災者生活再建支援櫾ã支檩 13件 6件  

災害援護資櫾ã貸付 12件 6件 12/1 Ü受付終異 

 

（２） 税櫾�保険當等ã減免措置 

�国民健康保険税�後期高疥者医畺保険當   �国民年櫾保険當ã免除 

�介護保険當�介護保険 �ビ$畏用當ã減免 

 

（３） 被災者ã生活再建支援 

 避難所íã避難者ã健康支援¡  （12/16避難所閉鎖） 

保健師等ã定期的ß巡回àýÿ確認Ì�健康相談ù
4バ�$�実施Ì�必甮à応Í

Û医畺�介護等àÙßÇÔ� 

 在宅ã被災者ã状櫓確認¡   訪問件数 ： `実績b 2,776件  

�保健師等ã訪問等àý�健康状態等ã確認 

�県Ý疵橂ÌÔ住宅支援à関Î�訪問支援 

�障Á¹者à対Î�訪問支援 

�地域包括支援&ン*�疵橂ÌÔ独檭高疥者à対Î�訪問支援 

 地域支½合¹&ン*�à¿Æ�生活再建支援¡ （運営：八代市社会福祉櫄檂会） 

ôßÌ仮設住宅等íã入檭者ù在宅ã被災者等�対象à�生活支援相談員等àý

�訪問ù見守ÿ�健康�生活支援�地域交畣ã促進ßÞ�庁内ã関樲部署�関樲機

関�団体等Ý疵橂Ì�生活ã再建à向ÆÔ総合的ß支援�行»� 

  職員体制： 主任生活支援員 1名�生活相談支援員5名（１２名予定）� 

事務職員 1名 

     ※訪問�電痖等àýÿ支援活動�実施  

       訪問件数：726件 / １，１３８件中 （12/24現在） 

 新橪  応檜住宅入檭者ã住ó¹再建à樲�入檭檘è転檭費用ã助成¡ 

住檭Á被害�受ÆÔÈÝàýÿ�応檜的ß住ó¹等Ü檭住�余橵ßÄÊ�Ô世帯

Á�民間賃貸住宅ù公営住宅à入檭Î�場合ã入檭ù転檭費用�óÔ自宅再建àý

�転檭費用�助成Î�� 

※入檭�転檭ä模本県内à限�� 助成ä 1世帯àÙÂ 1回限ÿ� 

  入檭�転檭費用ä同時à申請可能ÜÎ� 

 

１２/２４現在 



 

 

�応檜住宅Àþ民間賃貸住宅í入檭Ê��世帯� 

 �入檭費用助成（疞櫾ù仲介手数當ßÞ初期費用）      一畜 ２０万円 

 �転檭費用助成（引Ø越Ìà樲�費用）              一畜 １０万円 

�応檜住宅Àþ公営住宅í入檭Ê��世帯� 

 �入檭費用助成（�
�ンù�$�ンロßÞã初期整備費用）  一畜 １０万円  

 �転檭費用助成（引Ø越Ìà樲�費用）              一畜 １０万円 

�応檜住宅Àþ自宅等í橠þ��世帯� 

 �転檭費用助成（引Ø越Ìà樲�費用）              一畜 １０万円  

○応檜住宅入檭者以外Ü該当Î�世帯 

       �ÿ災証明書Ü全壊又ä大橪模半壊ã判定�受ÆÔ世帯 

       �ÿ災証明書Ü半壊ã判定�受Æ�Òã住宅�解体ÌÔ世帯 

 

（４） 宿泊施設（畮館�ホ1ル避難所）ã提檽  

（実施期間 ： 8/26～11/20   櫄疄施設 ： 9 施設） 

`実績b 12 世帯 14名畏用  

（ホ1ル��ン��ン*�ĵ"ョĵル模本八代�&レ�3ロ�ヤル八代） 

 

（５） 橿援櫾ã受入�   

�法人�団体29件 �個人 43件   橑 72件 18,000,043円 

�県ýÿ�12/１６à県橿援櫾ã配分 97,701,000円通知·ÿ 

�1 月à災害橿援櫾品配分委員会�開催Ì�対象者Ý支檩額�決定 

1 月中à�対象者à個別通知�送付予定 

 

（６） 被災者íã入甸支援 （無當入甸）   

�公衆甸場等１３施設 （実施期間 ： 8/25～11/24） 

�千丁健康温泉&ン*� （実施期間 ： 8/13～） 

自宅Ü入甸困難ß被災世帯�千丁�ミ&ン避難者 ： ãî 5,238人 

災害ボラン1�
&ン*�Ü従事ÌÔ方 ： ãî 993人 

現在�自宅Ü入甸困難ß被災世帯3世帯5名à支援橋続中   

�西松江城痊人橀¹ã家 （実施期間 ： 8/15～9/17） 

  代甲�ミ&ン避難者 `実績b 4 名畏用 （延î 26名畏用） 

 

（７） 災害ボラン1�
&ン*� （運営：八代市社会福祉櫄檂会）  

   災害ボラン1�
&ン*�（櫜支所�東側駐車場）ä１１月末Ü閉所Ì� 

現在ä八代市社会福祉櫄檂会(本所)ボラン1�
&ン*�àÛ対応 

  12/24現在 

 対応件数 366件  ボラン1�
活動参加 

（団体人数÷含õ） 
延î 3,344人 

完異件数 360件  

未完異件数 6件  ボラン1�
団体参加 延î 186団体 
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令和７年（２０２５年）１２月１６日  

 

 

 関係市町村長 様 

（義援金担当課扱い） 

 

 

令和７年８月豪雨義援金郤分委員会会長    

（熊本県健康福祉邪長）    

 

令和７年８月豪雨義援金の第１次郤分について（通知） 

このことについて、令和７年（２０２５年）１２月１５日（月）の令和７年８月豪

雨第１回義援金郤分委員会において、別紙「令和７年８月豪雨義援金の第１次郤分に

ついて」のとおり決定しましたのでお知らせします。 

なお、本委員会の決定に基づき義援金を年内に送金しますので、速やかに被災者に

郤分されますようお願いします。 

また、義援金の受入・郤分状況や申請手続等の周知についても、よろしくお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

熊本県健康福祉政策課 地域支え合い支援室 
担当：柴田、前田 
電話：０９６－３３３－２８１９ 



 

令和７年８月豪雨義援金の第１次配分について 

 

市町村名： 八代市 

 

１ 配分対象・基準額等 

対象被害別の配分対象・基準額等は以下のとおりとする。 

対 象 被 害 配分基準額 算定基礎 配分額（累計） 

人的被害 

（1人当たり） 

死 亡 者 270,000 円 1 人 270,000 円 

行方不明者 270,000 円 0 人 0 円 

重 傷 者 27,000 円 0 人 0 円 

住家被害 

（1世帯当たり） 

全   壊 270,000 円 2 世帯 540,000 円 

大規模半壊 202,500 円 6 世帯 1,215,000 円 

中規模半壊 135,000 円 0 世帯 0 円 

半   壊 81,000 円 788 世帯 63,828,000 円 

準 半 壊 27,000 円 334 世帯 9,018,000 円 

一 部 損 壊 10,000 円 2,283 世帯 22,830,000 円 

配分額の計 97,701,000 円 

※ 市町村からの令和７年 10 月 31 日時点の報告を基に配分。 

 

２ 今回の配分額 

被害状況等に基づく算定額 (A) 97,701,000 円 

これまでの累計額  (B) 0 円 

今回の配分額      (A-B) 97,701,000 円 

 

３ 送金口座  

金融機関名 肥後銀行 支 店 名 八代支店 

口座種別  普通 口座番号  2095480 

口座名義人 ヤツシロシサイガイギエンキン 

 

別 紙 



令和７年１２月２５日

【ふるさと納税】　災害支援を目的とした寄付の状況　（※累計） （単位 ： 件、円）

種 別 9月3日現在 9月24日現在 10月29日現在 11月26日現在 12月24日現在

件 数 5,444 22,435 35,672 38,296 45,738

金 額 79,637,764 321,041,764 523,173,061 564,987,043 683,595,343

件 数 － 3,586 6,187 6,819 7,264

金 額 － 52,899,500 92,746,100 103,433,100 110,980,100

件 数 38 3,245 7,731 8,603 10,355

金 額 649,000 54,358,000 134,939,600 148,662,600 176,950,600

5,482 29,266 49,590 53,718 63,357

80,286,764 428,299,264 750,858,761 817,082,743 971,526,043

クラウドファン
ディング

各サイトに支援
項目を追加し

たもの

件　数　計

金　額　計

経済文化交流対策部（第２３報）

大雨災害支援
（期限なし）

被災農家支援

イグサ農家支援
クラウドファンディング
（１月末まで）

支援項目・プロジェクト名



◆ 応急食料の配布表（最終）

朝 昼 夜 朝 昼 夜 朝 昼 夜 朝 昼 夜
578 616 625 3 3 3 127 160 208 708 779 836

840 824 665 142 124 266 75 77 125 1,057 1,025 1,056

733 659 402 50 16 110 ー ー ー 783 675 512

191 186 175 16 0 34 ー ー ー 207 186 209

21 20 20 ー ー ー ー ー ー 21 20 20

2,363 2,305 1,887 211 143 413 202 237 333 2,776 2,685 2,633

配布期間

11  月
552 50 ー 602

3,138
9  月

1,819 9 2,323
8  月

495

2772,329 532

農林水産対策部
令和7年12月25日(木)

配付月
代陽コミセン千丁コミセン ホテル 月 計

（単位：食）

第 23 回 災害対策本部会議資料

10  月
ー1,794 176 1,970

12  月
61 ー ー 61

R7.  8. 14

  ～ R7.  9. 29
R7.  8. 29

  ～ R7. 11. 20
R7.  8. 14

  ～ R7. 12. 16

合計
6,555 767 772 8,094
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疖痕７年１２月２５日 

農疈水産対策部 報告資當 

 

■被災した農櫤用機械・施設等の修繕・再取得に対する支援       

○農櫤用機械・施設等復檪支援事櫤（８月大雨） 

  ・受付期間 疖痕７年１０月２１日（火）～１１月７日（櫾） 

・甮望者数 ３１０件（R7.12.25 現在） 

  

【営農疕樹別 件数】                                     （単位：件） 

営農疕樹 品目 件数 

水田作 

水稲 28  

い草 67  

飼當用米、たばこ 2  

疽地野菜作 

ブロッコリー 21  

レタス、キャベツ 9  

ばれいしょ、カリフラワー 7  

ピーマン、なす 2  

施設野菜作 

トマト 110  

ミニトマト 40  

イチゴ 12  

きゅうり、スナップエンドウ 2  

果樹作 ミカン 1  

施設花き トルコキキョウ他 9  

合橑 310  
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【農櫤用機械別 件数】                   （単位：件） 

機械名 件数 
 

摘甮 
内訳 

暖房機 384 
修繕 248  

 
再取得 136  

水揚げポンプ 296 
修繕 141  

 
再取得 155  

炭酸ガス発生装置 184 
修繕 137  

 
再取得 47  

動疄噴霧器 128 
修繕 62  

 
再取得 66  

い草織機 85 
修繕 57  

 
再取得 28  

施設 19 
修繕 14  ﾊｳｽ一部破損：3 

予疙庫：10  等 再取得 5  

その他 1,042 
修繕 678  灌水設備：75 

作櫤台車：73 

トラクター：72 等 再取得 364  

合橑 2,138 
修繕 1,337  

 
再取得 801  
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【い櫤機械別 件数】※再橁                 （単位：件） 

機械名 件数 
 

摘甮 
内訳 

織機 85  
修繕 57  

 
再取得 28  

乾燥機 23  
修繕 17  

 
再取得 6  

色彩選別機 3  
修繕 3  

 
再取得 0  

ハーベスタ 36  
修繕 33  

 
再取得 3  

移植機 11  
修繕 11  

 
再取得 0  

苗処畔機 26  
修繕 26  

 
再取得 0  

選別機 17  
修繕 16  

 
再取得 1  

結束機 10  
修繕 10  

 
再取得 0  

苗樛取機 28  
修繕 27  

 
再取得 1  

加湿器 20  
修繕 18  

 
再取得 2  

泥畅とし機 9  
修繕 9  

 
再取得 0  

先刈機 9  
修繕 9  

 
再取得 0  

畳表乾燥機 16  
修繕 15  

 
再取得 1  

根しぶ取り機 3  
修繕 3  

 
再取得 0  

畳表用糸結び機 2  
修繕 0  

 
再取得 2  

杭打機 1  
修繕 0  

 
再取得  1  

泥染機 8  
修繕 7  

 
再取得 1  

合橑 307  
修繕 261  

 
再取得 46  
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■被災農櫤者に対し、橊営に支障をきたさないよう無畏子貸付制度を創設

し、実質無畏子化を行い、早期営農再開を支援            

○大雨被害対策資櫾畏子補檩事櫤（８月大雨） 

  ・受付開始 疖痕７年１０月２８日（火）～ 

  ・申請者数 ２件（R7.12.25 現在） 

 

 

■被災住宅の畳替え支援                         

・ 事櫤内容 床上浸水以上の被害を受けた住宅の畳替え（八代市産畳表を

使用）に対する補助。 

・ 補 助 畝 ９割以内（上限１３，０００円／１畳、消費税を除く） 

・ 受付期間 疖痕８年３月３１日（火）まで 

・ 周知方法 【配信】市 HP、公式 LINE、@InfoCanal、市農櫤情報配信ﾒｰﾙ 

【橁載】被災者支援に関する「各種支援制度」 

【その他】市内畳店への依畁 等 

・ 受付状櫓（R7.12.22 現在） 

件数 畳数（１戸あたり） 補助櫾額（１戸あたり） 

227 件 3,283.5 畳（14.5 畳） 41,703 千円（183.7 千円） 

 

 

■被災して使えなくなった農櫤資材の廃棄                 

（１）い草等廃棄処分事櫤（８月大雨） 

 ・受入期間 

 （１回目）   疖痕７年９月２２日（月）～１０月 ５日（日） 

   （２回目・最終）疖痕８年２月１６日（月）～ ２月２０日（櫾） 

 ・受入場所 ㈱津田 八代工場 

 ・受 入 疁 （１回目）27 戸（延べ 87 回）、47.7 トン（原草・畳表合橑） 

     

   作櫤状櫓 

 

 

（２）肥當・農薬等廃棄物処分事櫤（８月豪雨） 

①事前届出 

・受付期間：疖痕７年１１月１８日（火）～１２月１１日（木） 
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・周知方法 

【配信】市 HP、公式 LINE、@InfoCanal、市農櫤情報配信ﾒｰﾙ 

【橁載】被災者支援に関する「各種支援制度」 

【チラシ配布】市５支所、JA やつしろ５支所 等 

【通知】農櫤者 約 2,500 件 

・受付件数 131 件 

②廃棄物収集 

・受入期間：疖痕７年１２月５日（櫾）～１２月１２日（櫾） 

・受入場所：㈱津田 八代工場 

・受入件数：１３８件 

・受入実績：農薬 416 種疕、延べ 820 点、 概算重疁：未橑疁（搬出時に橑疁） 

      肥當 246 種疕、延べ 362 点、 概算重疁：約 50～60ｔ 

       染土  1 種疕、延べ  2 点、 概算重疁：約 0.3ｔ 

 

       
保管倉庫内            農薬（液体）の梱包作櫤 

  

 染土（い草用）      肥當 
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③廃棄物処分 

 ・廃棄物運搬：疖痕８年１月以降、順次搬出（搬出時に橑疁） 

・焼 檏 処 畔：疖痕８年１月末、完異予定 

 

 

■苗等の生産資材調達や追加的防除に対する支援              

○早期営農再開支援事櫤（８月大雨） 

  ・受付期間 疖痕７年１０月７日（月）～１０月１０日（櫾） 

            １１月４日（火）～５日（水） ※追加甮望 

  ・甮望者数 482 件 

  ・主な品目、甮望内容別内訳（R7.11.26 現在） 

品目 合橑 

甮望内容 

資材の 

調達支援 
追加防除施肥 

作物

残さ

の撤

檬 

保管

中残

さの

撤檬 

種子・ 

種苗 

その

他 
薬剤 肥當 

その

他 

トマト 333 246 125 258 304 24 189  

水稲 52 0 0 46 8 2 1  

生姜 48 10 0 47 13 6 1  

イチゴ 20 15 1 13 13 1 8  

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 18 10 6 7 16 0 8  

い草 36 0 0 1 4 0 0 36 

その他 30 15 8 15 20 3 7  

合橑 541 299 144 390 382 36 215 36 

※複数作物を甮望している農櫤者もいるため、内訳の件数と甮望者数は一致しない。 

※現在、甮望内容を精査中。2 月～3 月橑画承認見込。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



疖痕７年８月大雨による被害（農疈水産部）

農地・農業用施設

件数
被害額
(千円)

件数
被害額
(千円)

件数
被害額
(千円)

件数
被害額
(千円)

件数
被害額
(千円)

件数
被害額
(千円)

件数
被害額
(千円)

15         

農地 38  165,000 -   -   1   10,000 25  116,000 21  161,000 85  452,000    15         

11         

農道 41  183,000 3   3,000 -   -   31  33,000 4   21,000 79  240,000    11         

2          

用水疼 31  60,000 -   -   -   5   68,000 -   36  128,000    2          

20         

排水疼 38  164,000 -   -   6   8,000 4   8,000 -   48  180,000    20         

1          

頭首工 -   0 -   -   -   2   200,000 -   2   200,000    1          

49         

合計 148 572,000 3   3,000 -   0 7   18,000 67  425,000 25  182,000 250 1,200,000 49         

疈業用施設

件数
被害額
(千円)

件数
被害額
(千円)

件数
被害額
(千円)

件数
被害額
(千円)

件数
被害額
(千円)

件数
被害額
(千円)

件数
被害額
(千円)

疈道（小規模） 1 500 20  6,500 -   -   4   2,200 42  10,500 67  19,700     復旧済42件

16         

疈道（補助災害） -   -   -   -   -   16  141,000 16  141,000    16         

16         

合計 1 500 20  6,500 -   0 -   0 4   2,200 58  151,500 83  160,700 16         

災害査定状況
上段：完異件数
下段：全体件数

災害査定状況
上段：完異件数
下段：全体件数

R7.12.25現在

区分

本庁 坂本 千丁支所 鏡支所 東甲支所 泉支所 合計

R7.12.25現在

区分

本庁 坂本 千丁支所 鏡支所 東甲支所 泉支所 合計



件数 被害額（千円） 完了件数 件数 被害額（千円） 完了件数 完了率
74 160,100 44 74 160,100 47 64%

315 841,800 265 315 841,800 279 89%

13 57,400 3 13 57,400 3 23%

24 58,150 21 24 58,150 22 92%

48 242,770 21 48 242,770 25 52%

5 388,100 5 5 388,100 5 100%

29 29 29 29 100%

508 1,748,320 388 508 1,748,320 410 81%

9 9

【公共料金の減免措置】
　　〇下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料・公共浄化槽使用料の減免 　　　

全て減免（床上浸水）：518世帯
基本使用料以外減免（床下浸水）：1,198世帯

　　〇下水道受益者負担金（分担金）の徴収猶予
申請：0件

【住まいの確保】
　　〇賃貸型応急住宅（みなし仮設住宅）

県への申請件数：47件

　　〇住宅の応急修理
相談件数：427件　申請件数：436件

　　〇合併処理浄化槽の補助
相談件数：2件　申請件数：0件

建設部所管の被災者支援に関する支援制度

1225_建設対策部資料

※完了率は件数ベース

11/27現在（前回報告）

通行止め

河川

区分

建設部所管　被害状況

公営住宅
計

道路
下水道・集落排水
都市下水路
公園等
宅地内堆積土砂

12/25現在



給水対策部
水道料金の減免 令和７年１２月２４日時点
減免対象契約者数

全壊
（a）

大規模半壊
（b）

中規模半壊
（c）

半壊
（d）

準半壊
（e）

一部損壊
（f）

合計

－ 5 － 129 69 511 714

1 － － 244 124 627 996

1 5 0 373 193 1,138 1,710

合計

714

996

1,710

総減免額

計 4,078,710

減免額（円）
減免額（八代市分） 1,621,640

減免額（生活環境分） 2,457,070

計 572 1,138

全額免除
(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

基本料金に減免
(f)

水道料金減免件数（八代市分） 203 511

水道料金減免件数（生活環境分） 369 627

減免判定区分

判定区分

八代市管轄分

生活環境事務組合管轄分

計

支援内容
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